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このメルマガは、当機構が実施している宅地建物取引主任者資格試験に合格した方々と事

業者（宅地建物取引業者・住宅管理会社）を対象として、希望者に無料でお送りする情報

サービスです。（当機構が実施する以前の試験に合格した方も対象です。） 

現在、宅建業に従事している方には実務に役立つ情報を提供するとともに、 

他の方々にも参考にしていただける情報を提供することを編集方針としています。 

なお、メルマガ会員の皆さんの個人情報は法令及び当機構のプライバシーポリシーに従い 

適正に取り扱うこととしております。 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

  ※※※  目 次  ※※※ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 

 ◆ 今日の視点      ・・・全国的な空家の増加と不動産業の役割 

 ◆ 行政の動き      ・・・平成２４年度建築基準整備促進事業の事業主体の公

表について ほか 

◆ マーケットの動き   ・・・土地関連市場マンスリーレポート平成２４（２０１

２）年５月 ほか 

◆ 相談事例より     ・・・借家人の友人（連帯保証人）による家財道具の処

分等 

◆ ＮＥＸＴ ＳＴＥＰ  ・・・平成２４年度マンション管理士試験の実施について 



◆ お知らせ       ・・・第８８回定期講演会のお知らせ―再掲― 

 

 

                   

◆◇◆ 今日の視点 ◆◇◆ 

                   

 

★☆《全国的な空家の増加と不動産業の役割》★☆ 

 

  少子高齢化、過疎化などいろいろな要因から全国で空家が増加し続けています。 

総務省住宅・土地統計調査によれは、平成２０年は７５７万戸で空家率は１３．１％、

最近の１０年間で１８１万戸増加して１．３１倍になり、様々な問題も生じています。 

例えば、平成２２年度・２３年度と２年連続して大雪となりましたが、豪雪地帯では、

空家における除雪の進め方が課題となり、災害救助法の適用による国庫支援の実施の一

方で、地域コミュニティでの協働、ボランティア活動による対応も推奨されました。更

には、積雪の重さに耐えかねて近隣への倒壊が心配される事例もあって、積雪期に入る

までの通常時からの取組みの重要性が改めて認識されたところです。近年、例えば秋田

県大仙市などの市町村においては、大雪対策の観点のみならず幅広い観点から、空家の

適正管理のための条例の制定の動きが広がってきています。また、本年３月３１日には

豪雪地帯対策特別措置法が改正され、国及び地方公共団体は、空家について、除排雪そ

の他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る旨の規定が追加されました。 

このほか、生活環境・廃棄物の問題、防火・防犯上の問題、景観の問題なども含め全

国的に深刻な問題として広がりをみせています。 

こうしたこともあって、国や地方公共団体における空家物件情報の登録・斡旋などの

施策をはじめ、空家の有効活用に向けた各種取組みが求められていますが、その中で、

不動産業の役割は極めて重要です。 

国や地方公共団体の施策への積極的な協力はもちろんのこと、空家物件の案内や仲介

に際して、例えば、農山漁村から、既成市街地から、伝統ある古都から、それぞれの地

域が持つ多様な魅力や特性に関する情報を一体的に発信することにより、買主・借主の

住み替え意欲につながり、市場に活気が生まれ、空家の再生や流通が一層進んでいくこ

とになります。また、災害時には、被災者のための賃貸住宅の円滑な提供など空家の有

効活用で防災に貢献することも考えられるでしょう。 

 

 

 



                   

◆◇◆ 行政の動き ◆◇◆ 

                   

 

★☆《平成２４年度建築基準整備促進事業の事業主体の公表について》★☆ 

 国土交通省は、この度、平成２４年度建築基準整備促進事業評価委員会（委員名簿は別紙

１）の審査を経て、別紙２のとおり２３事業主体を採択して公表しました。 

 なお、本事業の成果につきましては、平成２５年度の早期に報告会を開催し、事業主体よ

り報告させていただくことにしております。 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000317.html 

 

★☆《(株)アキュラホームが施工した木造住宅（準耐火建築物）における国土交通大臣認定

等の不適合施工と対応について》★☆ 

 (株)アキュラホームが施工した名古屋市内の木造住宅（準耐火建築物）において、国土交

通省認定等の仕様と異なる仕様で施工され、建築基準法違反であることが判明しました。 

また、同様の疑いのある３８３件について、関係特定行政庁で調査をしています。 

 国土交通省は、これらの案件について、特定行政庁で違反が確認されれば、早急に是正措

置を講じるように指示しています。 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000315.html 

 

★☆《「建設業法令遵守推進本部」の活動結果等について》★☆ 

 国土交通省は、平成２３年度の「建設業法令遵守推進本部」の活動結果等をとりまとめて

公表しました。 

 

http://www.mlit.go.jp/common/000212871.pdf 

 

★☆《「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政

令」にて措置された宅地建物取引業法施行令の一部改正について》★☆ 

 

 国土交通省は、津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関

する政令（平成２４年政令第１５８号）を、６月１日に公布し、６月１３日から施行されて

います。（宅建業法施行令第２条の５及び第３条関係） 

 

http://www.mlit.go.jp/common/000213128.pdf 



 

 

 

                   

◆◇◆ マーケットの動き ◆◇◆ 

                   

 

★☆《土地関連市場マンスリーレポート平成２４（２０１２）年５月》★☆ 

 国土交通省は、平成２４年５月分の「土地関連市場マンスリーレポート」を公表してい

ます。 

 

http://tochi.mlit.go.jp/generalpage/6495 

 

★☆《Ｊ－ＲＥＩＴ ＲＥＰＯＲＴ Vol．31（２０１２年６月）》★☆ 

 一般社団法人不動産証券化協会は、Ｊ－ＲＥＩＴ ＲＥＰＯＲＴ（２０１２年６月分）

を掲載いたしました。 

 

http://www.ares.or.jp/works/pdf/ares_jreitreport_2012.06_vol31.pdf 

 

 

 

                   

◆◇◆ 相談事例より ◆◇◆ 

                   

 

借家人の友人（連帯保証人）による家財道具の処分等  

 

賃貸住宅に入居されている借家人の友人で連帯保証人になった方から相談がありま

した。この方が連帯保証人になったのは３年前で、賃貸借契約は 2 年契約となっており、

契約更新の際、友人と大家さんとの交渉が円満に進まず、法定更新となったそうです。

その後、友人が行方不明になり、大家さんから友人の滞納賃料の支払いと家財道具の処

分を請求され、その対応について困っているとのことでした。 

 

まず、滞納家賃の支払いの件ですが、賃貸借契約が更新された場合、連帯保証人が更

新後の契約についても責任を負うか否かについては、「反対の趣旨をうかがわせるよう

な特段の事情がない限り、更新後の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされ



たと解するのが相当であり、更新後も連帯保証人は責任を負う。」との最高裁判例があ

ります（平成9年11月13日 RETIO43-21）。この判例は賃貸借契約の更新が合意更新の

場合ですが、法定更新の場合についても、更新後に生じた債務にも及ぶとした判例（昭

和61年6月30日 東京地裁）があり、法定更新の場合であっても保証人の責任が肯定さ

れると思われます。 

従って、本件の場合も、更新後は保証を負わない旨の特段の特約がない限り、大家さ

んの要求に応じざるを得ないと思われます。早急に友人のご両親等と相談するなどして

対応していくことが必要だと思います。 

次に、家財道具の処分の件ですが、友人の家財道具とはいえ、慎重に対応すべきと考

えます。通常、連帯保証人は借家人の家財道具を占有しているわけではありませんので、

処分をする権限まではないと考えられます。家財道具を勝手に処分した場合、後で、不

法行為として損害賠償請求をされることも十分考えられます。本相談事例とは事情は違

いますが、連帯保証人が賃借人の制止を無視して家財道具を処分したことが不法行為と

された事例があります（東京地裁 平成 23 年 2 月 21 日 RETIO84－122）。 

以上のとおり、本件については慎重に対応することが必要だと思われますので、上記

のことを踏まえ、友人のご両親等や大家さんと相談されることが必要だと思います。 

                               （担当 福島） 

 

 

 

                   

◆◇◆ ＮＥＸＴ ＳＴＥＰ ◆◇◆ 

                   

 

★☆《平成２４年度マンション管理士試験の実施について》☆★ 

 

 国土交通省は、平成２４年度マンション管理士試験の実施要領を発表しました。 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000093.html 

 

 

 

                   

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆ 

                   

 



★☆《第８８回定期講演会のお知らせ―再掲―》☆★ 

 

 当機構では、第８８回定期講演会を開催致します。 

 

 日時：平成２４年６月２１日（木）午後２：００～４：００ 

 会場：すまい・るホール（住宅金融支援機構 本店１階） 

 演題：消費者契約法と不動産取引 

 

 詳細は下記ＵＲＬをご参照ください。 

http://www.retio.or.jp/guide/index.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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